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浄
化
槽
設
置
に
は
補
助
制
度
が
あ
り
ま
す

問 

谷
和
原
庁
舎
上
下
水
道
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
５
３
０
３
）

手続き・申請

お知らせ

都
市
計
画
変
更
案
の
縦
覧
を
実
施
し
ま
す

問 

谷
和
原
庁
舎
都
市
計
画
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
５
１
０
６
）

　

県
・
市
で
は
、
都
市
計
画
法
の
規

定
に
基
づ
き
、
福
岡
地
区
の
福
岡
工

業
団
地
土
地
区
画
整
理
事
業
区
域
内

の
都
市
計
画
と
谷
井
田
地
区
の
用
途

地
域
の
変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す
。
こ

の
案
に
意
見
の
あ
る
方
は
、
縦
覧
期

間
中
に
意
見
書
を
提
出
で
き
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間
＝
11
月
2
日
㈭
〜
16
日
㈭

▼
縦
覧
場
所
＝
市
都
市
計
画
課
、
茨

城
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

▼
時
間
＝
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
５

　

時
15
分
（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
）

▼
内
容

◆
県
決
定
案
件
…
区
域
区
分
の
変
更
、

　

下
水
道
区
域
の
拡
大

○
市
決
定
案
件
…
土
地
区
画
整
理
事

　

業
、
用
途
地
域
の
変
更
、
地
区
計

　

画
の
決
定

▼
意
見
書
の
提
出
＝
意
見
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
次
へ
直
接
ま
た
は

郵
送
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
意
見
書
の
様
式
は
都
市
計
画
課
に

あ
り
ま
す
。
直
接
の
場
合
は
、
谷
和

　

市
で
は
、
公
共
下
水
道
・
農
業
集

落
排
水
事
業
・
コ
ミ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ

ン
ト
排
水
事
業
計
画
区
域
を
除
く
地

域
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
浄
化
槽
を

設
置
す
る
場
合
、
費
用
の
一
部
を
左

表
の
と
お
り
補
助
し
て
い
ま
す
。

■
留
意
事
項

◆
補
助
を
受
け
る
に
は
、「
維
持
管

理
に
係
る
一
括
契
約
」
お
よ
び
「
法

定
検
査
の
事
前
申
し
込
み
」
が
必
要

で
す
。

　

ま
た
、
平
成
29
年
度
の
申
請
期
限

は
、
11
月
30
日
㈭
で
す
。

※
浄
化
槽
設
置
工
事
を
補
助
金
交
付

決
定
日
以
降
に
着
手
し
、
年
度
内
に

完
了
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◆
公
共
下
水
道
・
農
業
集
落
排
水
施

設
・
コ
ミ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト
排
水

事
業
の
供
用
開
始
区
域
に
お
い
て

は
、
下
水
道
な
ど
へ
の
早
期
接
続
を

お
願
い
し
ま
す
。

◎
詳
細
に
つ
い
て
は
左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

・
上
下
水
道
課　

☎
58
‐
２
１
１
１

（
内
線
５
３
０
３
）

・
茨
城
県
環
境
対
策
課　

☎
０
２
９

‐
３
０
１
‐
２
９
６
６

通常型
単独処理浄化槽やくみ
取りトイレからの転換
の場合※

新築などの場合

５人槽 29 万４,000 円

７人槽 34 万 2,000 円

10 人槽 45 万 9,000 円

◎通常型の補助額は下表のとおりです。

◎牛久沼流域については、窒素除去型（Ｎ型）
の設置となります。補助額は下表のとおりです。

窒素除去型
（Ｎ型）

単独処理浄化槽やくみ
取りトイレからの転換
の場合※

新築などの場合

５人槽 64 万 5,000 円 53 万 3,000 円

７人槽 77 万 2,000 円 64 万 4,000 円

10 人槽 95 万 9,000 円 78 万 7,000 円

※単独浄化槽からの転換の場合は別途撤去費９万円を補助。

※単独浄化槽からの転換の場合は別途撤去費９万円を補助。

原
庁
舎
都
市
計
画
課
で
受
け
付
け
ま

す
。
郵
送
の
場
合
は
、
11
月
16
日
㈭

必
着
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

◆
県
決
定
案
件
…
茨
城
県
土
木
部
都

　

市
局
都
市
計
画
課
（
〒
３
１
０
‐

　
８
５
５
５　

水
戸
市
笠
原
町
９
７
８

　

‐
６
）

○
市
決
定
案
件
…
都
市
計
画
課

　
（
〒
３
０
０
‐
２
４
９
２　

つ
く

　

ば
み
ら
い
市
加
藤
２
３
７
）

お知らせ

水
稲
農
家
の
皆
さ
ん
へ

問 

谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
１
０
３
）

引
き
続
き
、
需
要
に
応
じ
た

生
産
調
整
を
お
願
い
し
ま
す　

　
　

茨
城
県
農
業
再
生
協
議
会
で

は
、
平
成
30
年
産
か
ら
の
米
政
策
の

見
直
し
に
対
応
す
る
た
め
、
新
た
な

基
本
方
針
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
基
づ
き
、来
年
度
以
降
も
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
主
食
用
米
の
生
産

の
目
安
と
な
る
「
生
産
数
量
調
整
に

相
当
す
る
数
値
」
な
ど
を
各
生
産
者

の
皆
さ
ん
へ
提
示
す
る
と
と
も
に
、

主
食
用
米
か
ら
飼
料
用
米
（
多
収
品

種
）
へ
の
転
換
を
進
め
、
生
産
者
の

皆
さ
ん
の
所
得
の
確
保
と
、
経
営
の

安
定
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

主
食
用
米
の
在
庫
が
積
み
上
が
る

と
米
価
は
下
落
す
る
傾
向
で
す
の

で
、
需
要
に
応
じ
た
生
産
を
図
る
よ

う
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。 農

業
用
暗
渠
排
水
設
置
に
補
助
金
を
交
付

問 
谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
１
０
５
）

　

水
田
に
農
業
用
の
暗
渠
排
水
を
施

工
し
た
方
は
、
補
助
金
を
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
補
助
の
対
象

①
生
産
調
整
達
成
農
家

②
申
請
は
年
に
１
度
限
り
で
、
年
度

　

内
に
施
工
し
た
圃
場
に
限
る
。

③
補
助
対
象
と
な
る
施
工
圃
場
に
つ

　

い
て
は
生
産
調
整
の
対
象
圃
場
に

　

限
る
。

④
補
助
対
象
と
な
る
資
材
に
つ
い
て

　

は
、
パ
イ
プ
類
お
よ
び
水
こ
う

▼
補
助
額
＝
消
費
税
を
抜
い
た
資
材

　

費
分（
限
度
額
８
万
８
０
０
０
円
）

※
補
助
金
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
の

支
払
い
と
な
り
ま
す
。
市
の
予
算
を

上
回
る
場
合
に
は
、
補
助
金
の
単
価

調
整
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
工
事
費
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▼
申
請
方
法
＝
申
請
書
類
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
産
業
経
済
課
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
類
は
産
業
経
済
課
窓
口
に

置
い
て
あ
り
ま
す
。

▼
申
請
期
限
＝
平
成
30
年
2
月
28
日
㈬

手続き・申請


